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＜バージョンアップ概要＞

今回のバージョンアップは、主に令和８年４月からの通勤費非課税限度額の改正対応

及び子ども・子育て支援金に関する不具合等の修正を行いました。

＜バージョンアップ詳細＞

○給与/賞与手続き

１．給与/賞与作成

・令和８年４月からの通勤費非課税限度額の改正に対応しました。

２．給与/賞与入力

・子ども・子育て支援金を健康保険料に含む場合、同月２回目賞与の健康保険料が

　正しく計算されない不具合を修正しました。

○社員

１．社員給与情報

・通勤手段の区分を追加しました。

２．社員データインポート

・通勤手段の区分変更に対応しました。

　※インポート時の番号が変更になりましたのでご注意ください。

       公共交通機関利用　　 (非課税限度額 150,000円)  '0'　→　'0'変更なし

       交通用具片道95Km以上 (非課税限度額  66,400円)　    　　 '1'追加

       交通用具片道85～95Km (非課税限度額  59,600円)　    　　 '2'追加

       交通用具片道75～85Km (非課税限度額  52,700円)　    　　 '3'追加

       交通用具片道65～75Km (非課税限度額  45,700円)　    　　 '4'追加

       交通用具片道55～65Km (非課税限度額  38,700円)  '1'　→  '5'      

       交通用具片道45～55Km (非課税限度額  32,300円)  '2'　→  '6'

       交通用具片道35～45Km (非課税限度額  25,900円)  '3'  →  '7'

       交通用具片道25～35Km (非課税限度額  19,700円)  '4'　→  '8'

       交通用具片道15～25Km (非課税限度額  13,500円)  '5'　→  '9'

       交通用具片道10～15Km (非課税限度額   7,300円)  '6'　→  '10'

       交通用具片道 2～10Km (非課税限度額   4,200円)  '7'　→  '11'

       交通用具片道 2Km未満 (通勤費全額課税)          '8'　→  '12'



３．社員データエクスポート

・通勤手段の区分変更に対応しました。

　※File出力選択時、項目番号でエクスポートする場合に番号が変更になりましたので

　　ご注意ください。詳細については社員データインポート変更内容をご確認ください。

４．社員情報一覧表

・通勤手段の区分変更に対応しました。

○マスタ管理

１．通勤非課税設定

・非課税表の区分を追加しました。

２．協会けんぽ
・広島支部の住所を更新しました。


